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 第 11 回  熊本県議会震災及び防災対策特別委員会会議記録 

 

平成24年12月14日(金曜日) 

            午後１時１分開議 

            午後１時57分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１） 熊本県地域防災計画に関する件 

   ① 熊本広域大水害の災害対応に係る

検証について 

   ② 原子力災害対策について 

 （２） 東日本大震災後の被災地復興支援 

    等対策に関する件 

   ① 東日本大震災に係る県内避難者の

状況及び支援状況について 

   ② 電力不足問題について 

 （３） 閉会中の継続審査事件について 

 （４） その他 

  ――――――――――――――― 

出席委員(13人) 

        委 員 長 村 上 寅 美 

        副委員長 前 川   收 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 中 村 博 生 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員(１人) 

         委  員 荒 木 章 博  

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

       知事公室長 田 嶋  徹 

       危機管理監 佐 藤 祐 治 

危機管理防災課長 福 島 誠 治 

 総務部 

         部 長 駒 崎 照 雄 

 総括審議員兼市町村局長 小 嶋 一 誠 

        人事課長 古 閑 陽 一 

      私学振興課長 仁 木 徳 子 

      消防保安課長 原   悟 

 企画振興部 

       政策審議監 内 田 安 弘 

        企画課長 坂 本   浩 

健康福祉部 

 総括審議員兼政策審議監 伊 藤 敏 明 

    首席審議員兼 

健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

    健康危機管理課長 一   喜美男 

      医療政策課長 三 角 浩 一 

 環境生活部 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

    環境立県推進課長 福 田 充 

      環境保全課長 清 田 明 伸 

     首席審議員兼 

     廃棄物対策課長 加 久 伸 治 

 商工観光労働部 

       政策審議監 出 田 貴 康 

商工振興金融課長 伊 藤 英 典 

   産業支援課長 奥 薗 惣 幸 

エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

      企業立地課長 渡 辺 純 一 

     首席審議員兼 

       国際課長 山 内 信 吾 

農林水産部 

       政策審議監 豊 田 祐 一 

    農林水産政策課長 国 枝   玄 
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      農地整備課長 大 石 二 郎 

    漁港漁場整備課長 平 尾 昭 人 

土木部 

         部 長 船 原 幸 信 

        監理課長 金 子 徳 政 

      道路整備課長 手 島 健 司 

      道路保全課長 亀 田 俊 二 

      都市計画課長 内 田 一 成 

        河川課長 林   俊一郎 

        港湾課長 松 永 信 弘 

        砂防課長 古 澤 章 吾 

        建築課長 坂 口 秀 二 

教育委員会事務局 

教育総務局 

         局長 松 永 正 男 

     教育政策課長 田 中 信 行 

首席審議員兼 

       施設課長 後 藤 泰 之 

体育保健課長 城 長 眞 治 

警察本部 

警備部  

      警備第二課長 穴 井 保 生 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 木 村 和 子 

   政務調査課主  幹 桑 原 博 史 

――――――――――――――― 

  午後１時１分開議 

○村上寅美委員長 委員おそろいのようです

ので、ただいまから始めたいと思います。 

 開会に先立ちまして、御報告いたします。 

 本日は、荒木委員が欠席でございます。そ

れから、前川副委員長が、所用でちょっとお

くれます。 

 ただいまから第11回震災及び防災対策特別

委員会を開催いたします。 

 それでは、審議に入ります。 

 お手元に配付しております本日の次第に従

い、進めてまいりますが、本日の概要等につ

いて総括的に知事公室長から説明を願いま

す。 

 

○田嶋知事公室長 知事公室長の田嶋でござ

います。座って説明させていただきます。 

 まず、一昨日の北朝鮮による人工衛星と称

するミサイル発射への対応について御報告申

し上げます。 

 県では、ミサイル発射に備え、北朝鮮が通

告した発射期間の初日の10日から、最大12人

体制をとり、情報の収集等を行ってまいりま

した。また、発射された当日の12日は、国か

らの発射情報を受け、県内市町村への情報伝

達はもちろん、警察、消防、自衛隊、海上保

安部等の関係機関への落下物や被害等の確

認、さらには、マスコミを通じ県民の皆様へ

の情報提供に努めました。 

 幸い、国内での被害はありませんでした

が、今後とも、非常時の際には、関係機関と

しっかり連携をとりながら、万全の警戒態勢

をとってまいります。 

 また、県議会におかれましては、いち早く

ミサイル発射に対する抗議と国に毅然とした

対応を求める意見書の提出を御議決いただき

ました。大変心強く思っております。 

 それでは、本日の議題の概要について御説

明申し上げます。 

 まず、県地域防災計画についてですが、本

年７月に発生しました熊本広域大水害の災害

対応に関する検証の最終的な取りまとめを行

い、去る12月３日の第６回被災者及び被災地

の復旧・復興本部会議において報告を行いま

したので、その内容を御説明申し上げます。

 検証では、人命を守り、被害を最小化する

ために特に重要な避難勧告等の発令や、住民

への伝達を初めとする初動期の災害対応７項

目について検討を行い、その結果、38の課題

を抽出するとともに、課題ごとに対策を導き

出しております。 

 今後は、これらの対策を早急に実施すると

ともに、地域防災計画の見直しにも反映させ
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てまいります。 

 次に、原子力災害対策につきましては、去

る８月11日に、川内原子力発電所の事故を想

定し実施された、鹿児島県原子力防災訓練の

情報伝達訓練に本県も参加し、鹿児島県との

連携体制を確認したところでございます。 

 また、10月には、県と関係４市町と合同

で、川内原子力発電所の現地視察や鹿児島県

原子力安全対策課との意見交換を行っており

ます。今後も、本県の原子力災害対策の具体

化に向け、取り組んでまいります。 

 詳しい内容につきましては、この後、担当

課から御説明申し上げますので、よろしく御

審議いただきますようお願いいたします。 

 

○村上寅美委員長 それでは次に、議題１の

熊本県地域防災計画に関する件について、執

行部から説明を願います。 

 

○福島危機管理防災課長 危機管理防災課の

福島でございます。着座にて御説明させてい

ただきます。 

 それでは、資料の３ページをお願い申し上

げます。 

 まず、熊本広域大水害の災害対応に係る検

証について御説明いたします。 

 本編全体版も別にお渡ししておりますが、

本日は、この概要のほうで説明させていただ

きます。 

 まず、検証項目と検証方法でございます

が、先ほど公室長からお話しありましたよう

に、人命を守り、被害を最小化するために、

特に災害発生直後の初動期の対応が重要でご

ざいますので、ソフト対策を中心に、そこに

掲げております(1)から(7)につきまして、検

証を行ったところでございます。 

 ２の検証方法ですが、危機管理防災課内に

検証チームを設置しまして、特に甚大な被害

が発生しました熊本市、阿蘇市、南阿蘇村を

中心に、被災市町村の職員さんとの意見交換

や学識経験者からの意見聴取、また、派遣県

職員からの報告、各機関の対応記録の確認等

から検証を行いまして、７項目につきまし

て、全体で38の課題を抽出し、それらの課題

ごとに一つ一つ対策も導き出したところでご

ざいます。これらは、次の地域防災計画の見

直しにも反映させたいと考えております。 

 参考に書いておりますけれども、阿蘇地域

の土砂災害の発生メカニズム等につきまして

は、別途、砂防課と森林保全課が事務局とな

っております阿蘇地域土砂災害対策検討委員

会で検討されております。 

 また、熊本市に関する検証項目１から３に

つきましては、熊本市が設置した検証部会

で、そこに県職員も参画しておりますので、

その結果をもって検証としております。 

 Ⅱの被害状況は、ごらんのとおり、非常に

甚大な被害が発生したところでございます。 

 それでは、早速ですが、４ページから検証

の内容について御説明します。 

 まず、気象状況でございます。御案内のと

おり、７月12日の未明から朝にかけまして、

バックビルディング現象によりまして、熊本

地方、菊池地方、阿蘇地方を中心に、１時間

で降水量が110ミリを超えるなど、雷を伴っ

た猛烈な雨が降り続いております。特に、そ

こに記載のとおり、記録的短時間大雨情報と

いう、本県におきましては、110ミリを超え

た場合に発表される情報なのですが、それが

７回にわたって発表されております。この記

録的短時間大雨情報は、この５年間でも２回

しか発表されていないものでございます。 

 その結果、特に、阿蘇乙姫で観測史上１位

の記録となるなど、下の図に書いてございま

すとおり、12日未明からわずか５時間の間に

平年の梅雨期の約半分の雨が降りまして、気

象台のほうから、これまでに経験したことの

ないような大雨と発表されるほどの記録的な

大雨になりました。 

 また、昼前には、大雨の中心が南下して、
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宇城、八代、球磨地方、特に、八代でも観測

史上１位の記録となっておりまして、また、

夜の初めごろから遅くにかけまして、球磨、

芦北を中心に、再び激しい雨が降りました。 

 そんなこともありまして、国におきまして

は、九州北部豪雨と表されましたが、本県に

おいては、独自に熊本広域大水害と命名させ

ていただいたところでございます。 

 あと、一番下でございますが、今回の災害

が、平成２年７月の災害と類似性が指摘され

ておるところでございますが、その比較も行

っております。特徴的なのは、まず、１時間

最大雨量が、前回が67ミリ、今回106ミリ

と、まず量が多いということと、また、時間

帯が、前回は午前中に対しまして、今回は深

夜だったということ、また、24時間の雨量も

前回より多くなっております。 

 そのようなことから、特徴といたしまして

は、深夜での短時間集中豪雨ということで、

避難行動がより困難だったというのが今回の

最大の特徴であり、また、課題として突きつ

けられたところでございます。 

 続きまして、５ページをお願いします。 

 検証項目ごとに、検証結果と課題、対策、

主なものを記載しております。 

 まず、１点目の気象関係情報の伝達につい

てでございます。 

 当日の７月12日の前日から予報があってお

りましたが、11日夜遅くから１時間40ミリ以

上、12日明け方から朝にかけては70ミリ以上

という予想は出ておりましたが、先ほど申し

上げました記録的短時間大雨情報が何度も伝

達されるなど、結果的には非常に予測をはる

かに上回る豪雨となったところでございま

す。 

 ２点目が、土砂災害警戒情報、これは、阿

蘇市、南阿蘇村等におきまして、２時40分に

発令されておりますが、この情報につきまし

ては、県におきましては、必ず市町村に避難

勧告の発令に努めるなどの注意喚起を電話に

より行うこととしておりまして、今回もその

都度行っております。 

 課題と対策でございますが、やはり先ほど

申し上げました記録的短時間大雨情報、ここ

が県内で過去５年間でも２回しか発表されて

いなかったということで、気象台に対して

も、より警戒する旨の注意喚起の電話などを

行っていなかったということ、それから、同

じく、記録的短時間大雨情報や氾濫危険水防

警報、これは河川の水位等が上昇したときの

警報でございますが、このあたりを活用して

の市町村に対するさらなる警戒強化等がちょ

っと足りなかったのではないかと思っており

ます。 

 そのようなことから対策としましては、ま

ず、気象台に対しまして、より、注意喚起あ

るいは発表に当たって、住民へ危機感を伝え

るような表記の検討について要請するという

ことで早速ですが、12月の６日に熊本地方気

象台長に要請を行ってまいりました。 

 また、記録的短時間大雨情報等につきまし

ても、今後は、土砂災害警戒情報に加えまし

て、市町村に対する注意喚起の大きな機会と

して捉えて実施していきたいと思っておりま

す。あわせまして、メールサービスにもこの

情報は追加したいと考えております。 

 ２点目の市町村の避難勧告等の発令と住民

への伝達でございます。 

 阿蘇市におきましては、７月12日４時に内

牧地区で避難指示、それから、それ以外の地

区で避難勧告が発令されております。また、

南阿蘇村では、同日の７時11分に避難指示、

また、立野と新所地区に避難指示、それか

ら、22分にそれ以外について避難勧告が発令

されております。 

 住民への伝達については、防災行政無線、

あるいは各地区長や消防団の戸別訪問などに

より実施されているところでございます。 

 まず、課題の①でございますが、市町村で

は、あらかじめ、河川の水位とか１時間の雨
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量等によりまして、避難勧告等の発令基準を

定めておりますが、今回、何分深夜の豪雨と

落雷という中にありまして、避難勧告等を発

令することで、かえって住民に危険な避難行

動をとらせないかとの懸念から、発令がちゅ

うちょされたケースがあっております。 

 ６ページをお願いします。 

 住民への発令につきましては、阿蘇市、南

阿蘇村とも、防災行政無線などによりまし

て、きちっと各家庭へ伝達が行われておりま

す。ただ、屋外に出ることも危険な状況下だ

ったため、各地区長とか消防団の方々の戸別

訪問、これはなかなか困難な面もあっており

ます。 

 そういうことで、対策といたしましては、

なかなか深夜の豪雨と落雷の中での避難勧告

の発令等が非常に困難な状況だったというこ

とを踏まえまして、新たな試みといたしまし

て、市町村に対しまして、夕方の明るいうち

からの予防的な、こういったものの実施につ

いても取り組めないか、今後しっかり検討し

ていきたいというふうに思っております。あ

わせまして、避難困難な状況下での避難勧告

等のあり方についてもしっかり研究していき

たいと考えております。 

 また、今回、阿蘇市、南阿蘇村は、非常に

伝達についてはうまくいっておりますけれど

も、全市町村に対しまして、改めまして、防

災行政無線等の整備促進とか戸別受信機の配

備等によりまして、伝達手段の複数の確保に

ついて検討を要請したところでございます。 

 続きまして、(3)住民避難、自助・共助の

取り組みについてでございます。 

 まず、検証といたしましては、深夜の豪雨

と落雷ということで、住民が避難行動をとる

ことは現実的に非常に困難であったというこ

とで、避難の際の被災が懸念される状況でご

ざいました。その中で、土砂災害発生地区で

は、自宅内での垂直避難、２階への避難、あ

るいは水平避難ということで、土石流が直接

当たる山側の部屋から谷側の部屋への避難を

含め、何らかの避難行動をとった人が助かっ

たケースがあっております。 

 課題といたしましては、自主防災組織によ

る救助活動が行われる地区とそうでなかった

地区とがあったこと、また、避難を呼びかけ

るなどの共助活動にも限界があったことでご

ざいます。そのため、対策といたしまして

は、自主防災組織の設置促進、あるいは活動

活性化のための研修会の開催等を行っていき

たいと思います。 

 また、あわせまして、災害時要援護者の支

援者も含めまして、先ほど申し上げました夕

方明るいうちからの予防的避難に向けた取り

組みを推進したいと考えております。 

 続きまして、(4)救出・救助活動でござい

ます。 

 今回は、災害発生直後から、消防団、消防

本部、警察、自衛隊、海上保安部、九州地方

整備局等の防災関係機関、さらには建設業協

会、九州救助犬協会などの民間団体が、市町

村、県との連携のもとに、懸命な救出・救助

活動を行っていただいております。本編のほ

うには、それぞれの活動状況、御苦労いただ

いた状況につきましても、団体ごとに、詳細

に紹介をさせていただいております。 

 中でも、県防災消防ヘリ「ひばり」と自衛

隊ヘリによりまして、県警ヘリとの連携を行

いながら、熊本市龍田地区では32名を救助し

たことを初め、確認できただけでも329名の

方々を救出、救助していただいております。 

 課題としましては、市町村によっては、被

災現場での救出・救助活動に使用するための

重機や資機材等を十分に調達するのが困難な

ケースがあったということでございますの

で、今後は、あらかじめ調達先や調達方法を

検討していきたいと考えております。 

 続きまして、(5)避難者への支援でござい

ます。 

 ７ページをお願いいたします。 
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 まず、災害救助法の適用でございますが、

県災対本部と市町村災対本部との迅速な調整

によりまして、７月当日には３市村、また、

14日には、２町村に対して素早く適用が決定

できてよかったと思っております。 

 続きまして、避難所の関係でございます

が、熊本市、阿蘇市、南阿蘇村では、42カ所

という多くの避難所が開設されまして、延べ

２万3,000人余りの方々が避難をされまし

た。避難者への食事提供、健康管理、心のケ

アなど、おおむね適切に運営が行われたので

はないかと思っております。そのうち、特

に、熊本市、阿蘇市では、ホテル、旅館施設

を災害時要援護者の福祉避難所として活用さ

れるなど、県内で恐らく初めての試みではな

かったかと思います。 

 続きまして、物資の支援でございますが、

県災対本部では、被災市町村からの支援要請

を受けまして、34の企業、団体等の協力によ

りまして、そこに書いているとおり、救援物

資を提供させていただいているところでござ

います。今回特に感じたのは、数多くの企

業、団体の皆様から支援の申し出がありまし

て、実は、その34以外でも28、合計しますと

62の企業、団体から申し出があったところで

ございます。 

 次に、木造応急仮設住宅でございますが、

県産材を今回活用した仮設住宅ということ

で、阿蘇市に５地区――恐れ入ります、計48

戸でございます。42戸と書いてありますが48

戸でございます。本編のほうには48と記載を

しております。８月29日から被災者の入居が

開始されたところでございます。そのうち、

２地区につきましては、県産材を使用しまし

た木造の談話室「みんなの家」を建設したと

ころでございます。 

 次に、義援金の関係でございますが、県

は、日赤、共同募金会と合わせまして４億円

を超える義援金が集まったところでございま

す。特に、できるだけ早く被災者の方にお渡

しできるようにということで、今回は、早目

に配分委員会も健康福祉部のほうで開催して

いただきまして、８月の20日に第１回を開催

して、迅速な配分が実施されたところでござ

います。 

 続きまして、今回の災害でもすばらしい現

象でございましたが、災害ボランティアでご

ざいます。発災翌日の７月13日から８月20日

にかけまして、４市村に県内外から２万4,00

0人余りの方が参加しまして、ボランティア

活動を実施していただきました。中でも、県

内の高校生も非常に頑張りまして、37校、約

4,000人のボランティア活動があっておりま

す。 

 課題といたしましては、避難所運営に大き

な問題はありませんでしたが、やはり非常時

の中でありましたので、開設にやや時間がか

かったりとか、建物の安全確認ができなかっ

たケースがあったり、あと、市町村の災対本

部への報告がおくれたケース等があっており

ます。また、マニュアルが、そもそもない市

町村もあったところでございます。そのよう

なことから、特に、対策の②でございます

が、現在、県内でもまだ９市町村しかマニュ

アルが作成されておりませんので、県のほう

でガイドラインの作成を行いまして、市町村

の支援を行っていきたいと考えております。 

 続きまして、(6)被災市町村への人的支援

でございます。 

 今回、県は、甚大な被害を受けた阿蘇地域

を中心に、災害対策本部業務や保健医療業務

などを支援するため、延べ305人の県職員を

派遣しました。特に、この災対業務につきま

しては、今回初めての取り組みでありまし

て、特に、詳細な被害状況の把握等やニーズ

の確認に役立ったところでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 また、あわせまして、県内24市町村から

も、延べ277人の市町村職員が派遣されてお

ります。 
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 課題といたしましては、今回、災害対策本

部業務支援が初めてということもありまし

て、派遣まで、派遣は17日から実施いたしま

したが、若干の時間を要したということと、

あと、どうしても地域振興局の規模等で、本

庁、他の地域振興局の応援に頼らざるを得な

かったというのがあります。そのようなこと

から、対策といたしましては、今後の大規模

災害に備えまして、あらかじめ派遣職員名簿

を作成しておくなど、体制を整備したいと思

っております。また、あわせまして、広域本

部設置等によりまして、広域的な人員調整を

行える体制を整備することといたしておりま

す。 

 最後に、災対本部の対応と体制でございま

す。 

 当日は、７時に災対本部を設置しまして、

被災者の人命救助を最優先として災害対応に

当たってまいりました。他の機関への応援と

いうことで、まず、６時49分、自衛隊の災害

派遣要請を皮切りに、他県への防災消防ヘ

リ、福岡市、長崎県、山口県、愛媛県、大分

県の出動、さらには、国土交通省への、ＴＥ

Ｃ－ＦＯＲＣＥといいまして、緊急災害対策

派遣隊の派遣等の要請を行っております。ま

た、あわせまして、災害発生直後から、国の

機関等々、たくさんの方々が連絡員として災

害対策本部室に常駐していただきました。円

滑な連絡調整を行ったところでございます。 

 また、先ほど申し上げましたように、非常

に多くの企業の方々等から支援の申し出があ

りまして、受援側の総合窓口として連絡調整

等を行ったところでございます。 

 課題といたしましては、災害対策本部室の

スペースがちょっと余裕がなかったというこ

とと、あともう一つは、前回の委員会でも御

指摘いただきましたが、統合型防災情報シス

テムが閲覧できないケースがあっておりま

す。そのようなことから、対策といたしまし

ては、これは既にもう取りかかっております

が、県庁の防災センターの間仕切り撤去等に

より執務スペースを確保する予定にしており

ますし、また、統合型情報システムについて

も、サーバーの増設等により配信能力を向上

させる予定としております。 

 以上が検証結果でございます。 

 続きまして、９ページの原子力災害対策に

ついて御説明いたします。 

 まず１点目は、鹿児島県の訓練への参加で

ございます。８月11日に実施されておりまし

て、現地には、県と、あと、水俣市、天草市

も御視察いただいております。全体で約１万

1,000人の参加があっておりまして、川内原

発から20キロ圏内の住民の方の避難誘導訓練

等々があっております。また、本県につきま

しては、情報訓練に参加をいたしたところで

ございます。 

 次に、２点目、関係４市町村の対策推進会

議でございますが、今回は、10月25日に開催

しまして、川内原発の安全対策の取り組みの

視察をまず行ってまいりました。あわせまし

て、10ページでございますが、鹿児島県の原

子力安全対策課との意見交換も行ってまいり

ました。鹿児島県では、現在、東日本大震災

後に、原発の事故を契機に、もともと圏域が

10キロ圏内だったんですけれども、それを20

キロ圏内に広げたところで暫定計画を昨年12

月に策定されております。その中に、本県へ

の連絡ということで、それもきちっとうたっ

ていただいております。そのようなことか

ら、今後も、鹿児島県とはしっかり連携をと

りながらやっていきたいというふうに思って

おります。 

 最後に、国の動向ですが、原子力災害対策

指針が10月31日に策定されました。それで、

指針では、重点区域が、原発からおおむね30

キロ圏内ということで明示されたところでご

ざいます。 

 ただ、ＰＰＡにつきましては、ワーキング

で50キロ圏内ということが示されておったん
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ですけれども、今回の指針の中では、まだ具

体的な範囲や対策の内容は示されず、今後の

検討課題とされたところでございます。 

 以上でございます。 

 

○村上寅美委員長 それでは次に、議題２の

東日本大震災後の被災地復興支援等対策に関

する件について、執行部から説明を願いま

す。 

 

○福島危機管理防災課長 それでは、引き続

き13ページをお願いいたします。 

 東日本大震災に係る県内避難者の状況等で

ございます。 

 まず、県内避難者の状況は、11月１日現在

で159世帯385人の方が避難されております。 

 一番下のところに公営住宅等への入居状況

ということで、72世帯178人の方に入居して

いただいております。 

 14ページをお願いいたします。 

 各自治体で支援を行っておりますととも

に、総合相談窓口ということで開設しており

ます。現在も、10件程度、毎月相談があって

いる状況でございます。 

 最後が、県職員の派遣状況ということで、

現在は、本県から11名の職員が派遣されてお

ります。 

 参考に書いておりますが、市町村、６市か

ら12名派遣があっているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○村上寅美委員長 それでは次に、２の②電

力不足問題について、執行部からの説明を願

います。 

 

○山下エネルギー政策課長 エネルギー政策

課長の山下です。 

 資料15ページをお願いいたします。 

 電力不足問題につきまして、１の、この冬

におきます電力需給見通しについてですが、

11月２日の政府のエネルギー・環境会議にお

きまして、九州電力管内の電力需給見通しと

節電要請の内容が決定されました。 

 それによりますと、電力の安定供給に最低

限必要な予備率３％は確保できる見通しであ

ること、ただ、発電設備の故障等による計画

外停止のリスクもあるため、数値目標は伴わ

ないが、節電の要請がなされ、具体的には、

(3)にありますよう、12月３日から３月29日

の年末年始を除きます平日の８時から21時ま

で、昨年冬に取り組んだ節電の要請がなされ

ております。 

 なお、この夏のような計画停電の準備はな

いということでございます。 

 ２の県における対応等でございますが、節

電要請を受けまして、熊本県のこの冬におけ

る節電の取り組み方針を11月29日に決定し、

主に、県民及び事業者への情報提供や啓発、

県みずからの率先行動として節電対策に取り

組んでおります。 

 説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○村上寅美委員長 以上で説明は終わりまし

た。 

 ただいまから質疑に入ります。 

 

○大西一史委員 熊本広域大水害の災害対応

に係る検証について、最終報告を見せていた

だきまして、今御説明も概略いただきました

ところですが、これは本当に大変よく整理さ

れているというふうに思います。 

 今後なのですけれども、この課題が38項目

ぐらい出てきて、これに対する対策がそれぞ

れ明記してありましたけれども、この例とい

うことで幾つかこの本編のほうにはずっと書

いてありますけれども、余り具体的ではない

ですよね。市町村がやるべきもの、あるいは
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県がやるべきもの、それぞれに分かれていま

すけれども、この辺というのは、この最終報

告書にも裏づけとなるような裏づけがない、

今後これを具体的にどう進めていくかとい

う、その具体的な対策の案といいますか、実

行計画みたいなものというのは別途、今それ

ぞれの各課あたりで持っているのかどうなの

かというのをお聞きしたいのですけれども…

…。 

 

○福島危機管理防災課長 今回、対策、38項

目につきまして掲げたところでございまし

て、それぞれ、今委員の御指摘のとおり、例

も書いておりますが、明確なスケジュール等

は記載をしておりません。まだ今細かなアク

ションプランみたいなところまではつくって

おりませんけれども、既に着手しているもの

もございます。当然そのあたりはきちっとフ

ォローアップしていくように努めていきたい

と思います。 

 特に、今回の内容につきましては、市町村

も一緒に取り組まないといけないものも多う

ございますので、もちろん市町村の御理解も

得ながら、しっかりやっていきたいと思って

おります。 

 

○大西一史委員 今の対策の考え方、今後の

スケジュールのことは当然明確にされていく

というのはわかるのですけれども、やっぱり

対策を大体いつまでにこれは終えるべきだと

か、優先順位いろいろあると思うんですよ。

38項目見ると、それぞれさまざまですので、

急がなければならないものと、ある程度時間

をかけてやるものと、予算がなくてもできる

ものと、予算がちょっとかなり必要だなとい

うものと、それぞれやっぱりかなり分かれま

すので、それはきちっと整理をして、この手

順といつごろまでにそれを完了できるかとい

うことを、この最終報告書の後でも、対応と

いうことでやっていただきたいというのがこ

の全体を通しての私の願いでございます。 

 それと関連をして、個別のことに入るので

すが、気象関係情報の伝達であるとかという

ことについて、ちょっと提案というか、こう

いうことができないのかなというふうに思っ

たのですが、各河川の水位情報というのは、

その河川の水位情報は地点によってかなり変

化しますから、上流域と中流域、下流域で随

分違うわけですけれども、この前の白川のと

きなんかは、例えば、龍田でこの前被災され

た方のところに私も行ってきたのですけれど

も、そこでちょっとお聞きしたら、全然寝と

ったから、夜中寝とったからもうわからなか

った、起きて朝飯を食いよったんだと、そし

たら、だんだんだんだん何か周りが騒がしく

なって水かさが増して、知らぬうちにもう水

が入ってきたと。要は、夜中には雨が降りよ

ったということで、雨ががんがん降っている

ときには、これはまずいというふうに、その

とき起きていた方は思われているのだけれど

も、そうでないときには本当に直前まで避難

行動ができなかったということもあって、な

かなかこれは、どう周知するか難しいところ

なんですが、上流域でこのくらい降雨量があ

った場合には、大体何時間後ぐらいに下流域

で水位がこのくらい上がりますよという変化

というのがある程度予測できて、その予測値

を、安全ベースを見て広報するということが

できないのかなというふうに思うのですが、

その辺はいかがかなというふうに思うので

す。 

 やっぱり必ず上流域と下流域ではタイムラ

グがありますから、若干。私があのときにず

っとリアルタイムで見ていたときに、夜中３

時ぐらいに、余りにも雨がひどいので起きて

まして、それから夜ずっと情報を見ています

と、やっぱり、朝６時か７時ぐらいになって

初めて、だんだんだんだんひどいなという状

況が見えてきた。そして、白川の水位がかな

り上がったときに、これは氾濫するかもしれ
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ないというのが大体12時ぐらいに、お昼前ぐ

らいにはピークに達するのじゃないかという

ふうなことがテレビ局のほうで報道がされて

て、これはいかぬということで避難行動をと

ったということになったということを考える

と、ある程度、そういう予測というのですか

ね、それがやっぱり必要じゃないかなという

ふうに思うのですが、その辺は技術的にでき

るのかどうなのかというのがお尋ねの１つで

す。 

 それともう一つは、そのときに、水位の情

報を見るときに、これは課題でも、何番目か

の課題に書いてありましたけれども、要は、

県の防災情報のあれで、リアルタイムカメラ

とか、ああいう河川水位情報とか見ようと思

っても、サーバーがもうパンクして見られな

いという現象が起きて、それは今後対策をと

るということなのですが、これがやっぱりパ

ンクするというときに何を見たかといった

ら、たしか熊本放送、ＲＫＫのホームページ

から一般の視聴者の方がＵstreamという、今

のライブでストリーミングの映像を流す、生

中継を流すサーバーがあるんですけれども、

そのサービスを使って、世継橋あたりのマン

ションの方が、固定カメラで写したやつをＵ

stream映像で流していたのを私見て、ああ、

これはここまで来たらまずいなというような

ふうに見たのです。 

 ですから、そういう県の持っている設備機

器とは別に、例えばＵstreamなどのそういう

ライブ、これは無料で使えるものもあります

から、そういったものも使えるかどうかもち

ょっと検証しながら、その可能性――できる

だけそうしたほうが広く周知ができるのでは

ないかなというふうに思うので、そういった

検討も必要じゃないかというふうに思うので

すが、この２点についていかがかとお尋ねし

たいのですが、これは提案も含めてですね。 

 

○林河川課長 河川課でございます。 

 今、大西委員のほうから２点御提案をいた

だきました。 

 １点目が、水位情報の周知ということで、

特に、洪水あたりの情報を事前に予測して、

これが周知できないかという御提案でござい

ました。 

 この洪水につきましては、今先生のほうか

らお話しありましたように、特に、大きな河

川ですと距離もございますので、上流側でど

れだけ降ったと、流量がどれだけになった

と、何時間後ぐらいに下流のほうに到達する

ということは、ある程度技術的に予測するこ

とは可能です。現実的に、直轄河川でござい

ますけれども、比較的流域面積が大きい河川

につきましては、洪水予報河川ということ

で、既にそういった運用を始めております。 

 県が管理しております中小の河川につきま

しては、流域が非常に小さいということで、

ゲリラ的な豪雨については、どうしても技術

的になかなか予測の時間が間に合わないとい

う課題はございますけれども、県としても、

そういった検討は今徐々に進めているところ

でございます。 

 それから、２点目の、サーバーのお話がご

ざいましたけれども、監視カメラ、今回も白

川の流域には、県のほうでも、ちょうど龍田

陳内４丁目のほうに監視カメラが実はセット

してありました。このカメラの映像につきま

しても、県の防災情報システムの中で配信は

しておりましたけれども、今お話しありまし

たような、サーバーがパンクしたというよう

な課題もありまして、なかなか一般の方まで

周知できなかったという反省はございます。 

 それを踏まえまして、今、サーバー等の改

修にも取り組んでいるというところでござい

ますけれども、新たに、やはりインターネッ

トと申しましても、使える方とやはり使えな

い方、特に高齢の方におかれましては、なか

なか使えないという状況もございますので、

例えば、一般のテレビですとか、それからラ
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ジオですとか、そういった公共放送を活用す

るというのも一つの手段ではないかというこ

とで、水位情報につきましては、既に、一昨

年から、ＮＨＫの地上デジタルで我々の情報

について配信をしております。 

 それから、カメラにつきましても、今回の

水害を踏まえまして、県のほうとしては、情

報提供できるように、今、民放のマスコミさ

ん、ＮＨＫ含めまして、そういった公共放送

との間で、カメラ情報の配信について、協議

を進めているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 今、それぞれ対策をとって

いただいて、提案したことも含めてなんです

が、当然インターネットが使えないので、一

番いいのはやっぱりテレビとかラジオである

とかという公共のこの電波を使った放送が一

番有効だと私も思いますので、それはぜひ進

めていただいて、オプションとしていろんな

ものがあるので、それはもう排除せずにぜひ

考えていただきたいということをお願いして

おきます。 

 以上です。 

 

○村上寅美委員長 今の質問で、課長、一番

心配するのは、やっぱりトータルで早い情

報、的確な情報ということが落ちつくところ

だから、国、県、市とあるでしょう。だけ

ん、その辺の行政の中でも、きょう特別委員

会があったのだけど、要するに、一つの目的

の中に、一つの目的だけど――課が違うと報

告もないから知らぬわけよ、内容を。これ

は、田嶋公室長、十分把握しないと、この縦

割りの中の――これは非常に心配する。だか

ら、特にこれは災害だから、災害のときだか

ら、当然県を中心として、我々は県に取り次

ぐわけだから、市、あるいは上の国、それか

らマスコミ、その点は、それぞれの情報でス

ムーズに集約ができるということが非常に大

事じゃないかと思いますので、その点を強く

要望しておきます。よろしくお願いします。 

 ほかにありませんか。 

 

○前田憲秀委員 少し関連いたしますけれど

も、６ページの(3)の住民避難、自助・共助

の取り組みのところなのですけれども、検証

の中で、深夜の豪雨と雷雨の中で住民が避難

行動をとるのは現実的に困難、これは私も阿

蘇の現場でお伺いをして、とても無理だとい

うお話は直接お伺いしました。以前もちょっ

とお話ししたと思うのですけれども、雷が異

常だったのですよね、このときの雨というの

は。７年前だったでしょうか、水俣のときも

同じような話を聞きました。ただ、近隣では

雨も――水俣の場合は雨も降っていない、た

だ、集中的に雷がひどかったという話を聞い

ております。 

 ここで、対策として、夕方明るいうちから

の予防的避難に向けた取り組みを推進すると

は書かれているのですけれども、同じような

ことが起こり得るのであれば――なければな

いでいいわけですから、もう少し明るいうち

に、何らかのもうちょっと強い対策、規定と

いうか、決まりはあるのでしょうけれども、

水俣、今回の阿蘇、そういう試みというか、

対策みたいなのはとれないものか、ちょっと

お尋ねをしたいのですけれども、いかがでし

ょうか。 

 

○福島危機管理防災課長 まさに、今回の状

況を踏まえまして、やはり避難勧告の基準と

かは、どっちかというと昼を想定していると

ころがあったなという非常に反省がありま

す。ですから、夜間における避難がどうある

べきかというのをしっかり研究しないといけ

ないなというのが本当に今回思っておりま

す。そういうことから、ひとつ、これはその

対策の大きなものになるのじゃないかなとい

うことで、今回ちょっと御提案をしておりま
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す。 

 あと、気象台のほうとも、今、先ほど言い

ましたように、台長さんとも会ってきまし

て、しっかり協議してきました。ちょっと済

みません、先生の御質問から若干離れるかも

しれませんが、非常に今回の報告を台長さん

も重く受けとめるということで、特に情報の

出し方、先ほど出ました記録的短時間大雨情

報とかも、正直、ちょっと単に、記録的短時

間大雨情報、どこどこ何ミリとか、それだけ

なのですね。だから、たくさんの情報がある

中でどれが大事なのかというのが非常にわか

りにくいということをおっしゃっていて、恐

らく国を含めて検討がなされるのだと思いま

すけれども、情報の出し方のランクづけとい

いますか、そういったものも、どれがより重

く受けとめなきゃいけないか、そこがわかる

ような形で情報の出し方あたりも研究すると

いうことも聞いておりますので、その辺もき

ちっと踏まえまして、その上で――ただ、や

はり一名の方でも犠牲者を出さないというの

が行政の大きな役割ですので、厳しい状況、

特に今回みたいに、梅雨がある程度中期とい

いますか、かなり以前に降っていたような状

況の中で警報とか出されたとき、そういった

ときに、じゃあより警戒を強めるとか、その

状況状況に応じてきめ細かな――今まではど

っちかというと通り一遍の、と言うとあれで

すけれども、対応の仕方をちょっとやってい

たようなところの反省もありますので、よ

り、その時々の状況を踏まえて、どのような

方策をそのとき講じるか、しっかり考えてい

きたいというふうに思っております。 

 

○前田憲秀委員 災害時要援護者に至って

は、もうまさしく通常の方とは――とても無

理な状況、普通の方でも無理な状況というよ

うな話も聞きましたので、そこの差別化も含

めて、やはりしっかり検証は検証でしていた

だいて、対策の中でも強く検討していただき

たいなというのを要望させていただきたいと

思います。 

 

○西岡勝成委員 今回の検証の中で、避難勧

告、避難指示、私はもう最初から思っている

のですけれども、勧告から指示のほう、ちょ

っと弱いような感じがするのですよね。そう

いう話は全然出てこなかったですか。 

 要するに、地震のときも、もう要するに緊

急性をアピールする声の出し方とか、いろい

ろ問題ありましたよね。ああいうのからする

と、我々一般から考えると、勧告よりも指示

のほうが何か柔らかく聞こえるのですよ。そ

ういう話は何もなかったですか。 

 

○福島危機管理防災課長 お話しのとおり、

避難指示のほうが当然強制力が強いわけです

けれども、確かに、そこのあたりの啓発とい

うか、やっぱり避難指示のほうがより重い、

そのあたり――今のようなお話、済みませ

ん、正直、ちょっと聞いておりませんけれど

も、避難勧告と避難指示、確かに、一般の県

民の方がどれだけ差をわかっていらっしゃる

かというのは確かに疑問の点もなきにしもあ

らずですので、その辺はきちっと、避難勧告

と避難指示の重みの違いは、ちゃんと啓発し

ていかないといけないなとは思っておりま

す。 

 

○西岡勝成委員 それを説明するよりも、感

覚として、訴える力がどこにあるかというこ

とを考えないと、それを一回一回説明して、

指示はこういうものですよなんて言っても間

に合わないのですよ、本当は。だから、言葉

そのものが非常に私は中途半端、命令と言っ

たほうがよっぽど何か緊急感を覚えますよ

ね。そういうこともちょっとやっぱり――こ

れはもう国が決めたことでありますけれど

も、危機をぱっと一瞬に逃れるためには、緊

急性をアピールするような声の出し方とか、
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ああいうのも、いろいろ地震のときも問題あ

りましたが、やっぱりそういうことも含めて

検討をしてもいいのじゃないでしょうか。 

 

○福島危機管理防災課長 先ほど申し上げま

したように、気象台も、先の情報の出し方あ

たりをよりきめ細かい、住民にもよくわかる

ように努めたいということがありましたの

で、今、西岡先生のお話も含め、また改めて

伝えたいと思っております。 

 

○小杉直委員 ８ページ、実務的なことをち

ょっとお尋ねしますが、ちょうど(7)の検証

の真ん中付近に、他県への防災ヘリ、福岡

市、長崎県、山口県、愛媛県、大分県の出動

と書いてありますが、実際ここの要請したヘ

リは出動しましたでしょうか、どうでしょう

か。 

 

○原消防保安課長 消防保安課です。 

 この応援ヘリは、実際出動いただいた県を

列挙しております。 

 

○村上寅美委員長 出動した。 

 

○原消防保安課長 はい。 

 

○小杉直委員 この列挙した県だけで何機ぐ

らい出動しておりますか。 

 

○原消防保安課長 それぞれ１機ずつ出動い

ただいております。 

 

○小杉直委員 私もいろいろ経験持っており

ますが、もう災害現場にはなかなか地上から

は行けないという現状が多いわけですね。そ

れで、空中からヘリで救出ということが非常

に大事な業務に最初なるわけですが、今回

は、県警ヘリが、ヘリ艇で防災センターにそ

の映像をいち早く流して、その映像を防災ヘ

リの「ひばり」、自衛隊ヘリに流して、そし

て合計32名救出したと聞いております。これ

は、一般質問のときのやりとりでも、質問、

答弁の中にあったわけですが、32名を熊本市

の龍田の地区から救出したということは大変

な成果だったろうというふうに高く評価した

いわけですが、今お話しのあった他県の防災

ヘリがこれだけ１機ずつ来た場合には、多数

のヘリが上空に舞っているわけですね。しか

も、報道のヘリもどんどん来ますし、それも

ヘリの安全運航と効率的運用ですたいな、こ

れについては、そういうことを、手続を進め

る検討会を開いて推進されておるということ

も聞いておりますが、その方面はどの程度進

んでおりますかね。 

 

○福島危機管理防災課長 大規模災害時に多

数のヘリが出動するときの運航調整につい

て、これは非常に東日本大震災等からも大き

な課題として掲げております。今回、7.12の

水害では、非常にうまくいったと思っており

ますが、今後、さらなる大規模災害に備えま

して、やはりこの調整をうまくやっていくと

いうのが大きな課題と思っております。 

 そのようなことから、本県におきまして

は、既に、ヘリコプターの運用調整会議を設

置するために、関係機関、県庁も含めまして

15の構成機関によりまして協議を進めており

ます。 

 目標といたしましては、今年度中にこの会

議の規約を策定いたしまして、実際にどうい

うことをするかといいますと、大規模災害発

生時には、先ほどもちょっと触れましたが、

県の防災センター、今拡張しておりますけれ

ども、そこにヘリコプターの運用調整所とい

うものを設置しまして、関係機関がそれぞれ

寄って、そこの運航調整ができるような体制

がやっていけるように進めていきたいと思っ

ております。 

 以上でございます。 
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○小杉直委員 要望しておきますが、この熊

本広域大水害の龍田の現場すら、すらっとい

けませんが、現場において、もう恐らく10機

以上のヘリが、さまざまな形で飛んでおった

と思いますが、今後どういうふうな、これ以

上の災害が発生しないとも言われない時代に

なりましたので、今、福島課長が言った方向

の推進を強力に進めていただくように、そし

てヘリの安全運航と効率的な運用に寄与する

ように、努力していただきますようにお願い

しておきます。 

 

○村上寅美委員長 要望ですね。 

 

○小杉直委員 はい。 

 

○岩中伸司委員 福島課長が今気象台との話

をされたということもお聞きしましたので、

５ページの上のほうに気象関係情報の伝達と

いうことで先ほど報告をいただきました。気

象台からの発表というのが、11日夜遅くから

１時間40ミリ以上、12日明け方から70ミリ以

上の雨ということが記されていますけれど

も、実際は、１時間で最大108ミリ、24時間

で507ミリという、とてつもない数字の違い

になっているのですが、もちろん気象台から

発表されたのは、その以上ですから範囲内で

はあるのですけれども、この間が、県でどう

こうという問題じゃないかもしれませんが、

今の気象庁の技術というか、これぐらいしか

ないのかなと、まあ、自然が相手ですからわ

からないでもないのですが、もう少し正確な

予測ができれば――今ずっと議論されている

のはもう結果の対応なのですね。ですから、

ここら辺は、気象台は何か触れていませんか

ね、もう少し正確に降雨量をというふうな。

そうしないと、何か避難命令にしろ、勧告に

しろ、なかなか出せないと思うのですけれど

も、そこは何か聞かれていますか。 

 

○福島危機管理防災課長 具体的にその予測

がどうだとかいうところまでちょっと言及は

あっておりませんが、先ほど触れましたよう

に、やっぱりこういう結果になったというこ

とは非常に重く受けとめられておりますの

で、とにかく、先ほど言いましたように、情

報の出し方等を含めて、あらゆる手段を活用

して、あと、できれば、これはこちらの希望

でもあるのですけれども、やはり気象台の方

にも早くから防災センターに来てもらったり

とか、いろんなこともちょっと今後はお願い

したいなというふうに思っています。 

 気象台のほうも、もう県と一緒に取り組む

という非常にかたい決意も持っておられます

ので、その辺は連携――予測の技術について

はちょっと私もよくわかりませんけれども、

とにかく一生懸命連携とってやっていきたい

と思っています。 

 

○岩中伸司委員 役所、役所と言うといかぬ

ですが、非常に言い方が上手で、この４ペー

ジ、この災害のときも、ここに書かれてあり

ますが、これまでに経験したことのないよう

な大雨、これは全部テレビで、全部そういう

放映で表現をしていました。これじゃあやっ

ぱりいかぬと私も思うのですね。これまでに

経験したことのない大雨と言えば、だれでも

理解するかというぐらいの、そういう気象庁

のあり方が問題だなというふうに思いますの

で、これは私の意見ですけれども、もう少し

正確な情報をちゃんと、今の時代ですから、

ああ、雲がどう流れて、ここには山があって

どうなるからどういう想定ができるぐらい

は、もう少し現実の降雨量と近いような予測

を立てないと、なかなかこれは県も指示でき

ないのじゃないですかね。そんな思いでいま

す。住民への避難勧告なんてなかなか出せな

い現状じゃないかというふうに思うのです

ね。 
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○村上寅美委員長 予測ですけんね。 

 

○岩中伸司委員 予測を、もう少ししっかり

予測になっていけばいいけど、余りにも離れ

た予測なら出さぬちゃよかですもん、これ

は。出さぬほうが、いっだんよかかもしれ

ぬ。大雨で、感覚で逃げたがよかかもしれ

ぬ。 

 

○村上寅美委員長 要望でいいでしょう。 

 

○岩中伸司委員 はい。 

 

○村上寅美委員長 ほかにありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員長 なかったら質疑をこれで

終了します。よろしいですか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員長 それでは次に、閉会中の

継続審査事件についてお諮りいたします。 

 本委員会に付託の調査事件については、審

査未了のため、次期定例会まで本委員会を存

続して審査する旨、議長に申し出ることにし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員長 異議なしと認めます。 

 次に、その他に入りますが、何かございま

せんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員長 それでは、これをもちま

して第11回震災及び防災対策特別委員会を閉

会いたします。 

  午後１時57分閉会 
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